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１ （2020年10月26日） 2050年カーボンニュートラル宣言

菅義偉内閣総理大臣
就任後初の所信表明演説

2050年「カーボンニュートラル」
脱炭素社会実現を目指すことを
ここに宣言する

地球温暖化、「もはや気候危機」
＝非常事態宣言を決議 衆院

 再生可能エネルギーを最大限導入
 安全最優先で原子力政策を進めることで

「安定的なエネルギー供給を確立する」

 石炭火力発電の政策を抜本的に転換する。

温室効果ガスの排出量“ゼロ”
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1-2 （2021年5月26日に成立） 温対法の改正

地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を
改正する法律案

・2050年までのカーボンニュートラルの実現を基本理念
として明記

・企業の脱炭素の促進と投資やイノベーションを加速

・地域の再生可能エネルギーを活用した脱炭素化の取り
組みや脱炭素経営の推進
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1-3 藤沢市 地球温暖化対策に関する動向(取組経緯）
■2015 年（平成 27 年）2 月 「藤沢市エネルギーの地産地消推進計画」策定
■2017 年度（平成 29 年度）～2022 年度（令和 4 年度）温室効果ガスの削減目標として掲げている
「1990 年度比で 2022 年度までに市内の 温室効果ガスを 40％削減する」の達成に向けて、エネ
ギーの地産地消を見据えた再生可能エネ ルギーの活用を推進するための計画です。

■2021 年（令和 3 年）2 月 「藤沢市気候非常事態宣言」 を表明
その中で、「脱炭素社会の実現に向け、2050 年までに二酸化炭素排出実質ゼロを目指します。

■2022 年（令和 4 年）3 月 「藤沢市環境基本計画」改定 1996 年度（平成 8 年度）に制定された
「藤沢市環境基本条例」に基づき、環境の保全等に関す る基本的な施策を総合的かつ計画的に
推進するための計画です。

■2022 年（令和 4 年）3 月 「藤沢市地球温暖化対策実行計画」改定 「温対法」第 19 条第2 項に基
づき、区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガス排出量の 削減等を行うために策定する
計画です。 2030 年 度（令和 12 年度）までに 2013 年度（平成 25 年度）比で ４6％の削減」を目
標としています。

■2022 年（令和 4 年）3 月 「藤沢市環境保全職員率先実行計画」改定 「温対法」第 21 条に基づき
市の事務及び事業における温室効果ガス排出量の削減、吸収作用 の保全及び強化のための措置
に関する事項を定める計画です。 国の「地球温暖化対策計画」の業務その他部門における目標よ
りも、本計画における業務その 他部門では、より高い目標を掲げているため、本計画を踏まえ、「温
室効果ガス排出量を 2030 年 度（令和 12 年度）までに 2013 年度（平成 25 年度）比で 56％の
削減」を目標としています。

（出典：藤沢市地球温暖化対策実行計画一部記載）
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２． 環境省 交付金・補助金一覧
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２－２． 環境省 交付金・補助金一覧
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２－３．環境省 第1回脱炭素「先行地域づくり」公募～採択

第一回 脱炭素先行地域申請から選定スケジュール

・2021年11月24日 自治体向け説明会（オンライン）

・12月下旬 公募要領及びガイドブックを公表
・12月下旬or1月上旬 ガイドブックの自治体向け

説明会(オンライン）
・1月15日～2月21日 公募実施
・3月中旬～4月上旬 有識者会議による審査、選定案作成
・春頃 脱炭素先行地域を選定、公表

共同提案を含め全国の102の地方公共団体から79件の計
画提案を提出があり３月17日から６回にわたり開催した脱
炭素先行地域評価委員会の評価を踏まえ、26件の計画提案
が採択された
を脱炭素先行地域（第１回）として選定した

第二回公募 6月5日テレ朝ニュース

山口環境大臣は、「脱炭素先行地域」の2回目の募集を7月26
日から8月26日までの1カ月間行う。 「脱炭素先行地域」は
2030年までに電力消費に伴う二酸化炭素の排出を実質ゼ
ロにする地域です。結果は秋には出る予定で、1回目よりも
多い地域を選定することもある。 環境省は、先行地域を含
む自治体には予算を優先的に配分していく方針で、およそ
3年で100カ所以上を選びたいとしています。 9



３．環境省 先行地域への挑戦

（藤沢市地球温暖化対策実行計画）より

2022 年（令和 4 年）3 月 「藤沢市地球温暖化対策実行計画」改定 「温

対法」第 19条第2 項に基づき、区域の自然的社会的条件に応じて、温室

効果ガス排出量の削減等を行うために策定する計画です。

2030 年 度（令和 12 年度）までに 2013 年度（平成 25 年度）比で ４6

 ％の削減」に基づき、率先して自治体が対策を実行します。

環境省が進める「脱炭素先行地域」に申請
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３－２． 環境省 先行地域への挑戦
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先行地域のねらい

選定の考え方

地域資源の再エネポテンシャルの洗い出し

地域課題の洗い出し

対象地域選定の考え方

ステークホルダーとの連携体制

各資金調達方法の特徴

第1回「先行地域」選定評価

環境省「先行地域」への挑戦取組 アゼンダ

エネルギー輸入額（201４年）

出典：外務省ウェブサイト（日本のエネルギー外交）
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第一回 「先行地域」 選定評価
進捗管理・KPIの管理

範囲の拡大・地域再エネポテンシャルの大きさの確認

設定エリア内で2030年までに民生部門（家庭・業務その他部門)の電力消費に伴う温室効果ガス排出を“０”

にする

ステークホルダーと連携した実施体制

地方公共団体の強いリーダーシップと住民等の需要家の合意に向けた仕組みや方策、地域企業が一体

なった連携体制

資金調達の見通し 金融機関との連携体制、事業性、地域特性を踏まえた事業規模、資金確保の見通し

 「脱炭素ドミノ」につながる先進性・モデル性がある事、環境問題と社会経済問題の同時解決につながる施策

【例】①耕作放棄地区等にソーラーシェアリングを導入した環境配慮型農業

②新築の建築ビルはZEB＋住宅だけでなく周辺既存建物への波及を意図した街作り

③需要家のリソースを踏まえＶＰＰの導入等、先進性のある取組、地域へ展開できるモデル性

④防災型再エネシステムの導入 ⑤運輸部門のEV化推進等

地域経済の循環や地域課題の解決、住民の暮らし向上につながることを意識した取組

まとめ

地域地方公共団体、地元企業・金融機関が中心となり、地域資源である再エネのポテンシャルを最大限

有効活用することにより地域脱炭素化を進める事が肝要。地域の成長戦略、地方創生にも直結する。
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「先行地域」
採択事例

横浜市、川崎市、さいたま市掲載

（出典） JARA南横浜火力発電所H/P 115万KW LNG  17万ｍ２

（出典） ナブテスコH/P自家消費３MW
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(2022/5/27プレス発表) 藤沢市カーボンニュートラル実現に向けた共創に関する連携協定の締結
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出典：環境省交付・補助金資料より

脱炭素で自然環境の維持、次世代、家族未来のため
温室効果ガスのない地球環境つくりをみんなで・・・

ご清聴ありがとうございました。

環境省の補助・交付金を利用

「先行地域」へ早期採択を！！
市民である協議会も全力で協力・応援しましょう ! !
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